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第３回働き方の多様化に資するルール整備に関するタスクフォース 

議事概要 

 

 

１．日時：平成31年４月５日（金）14:58～17:03 

２．場所：中央合同庁舎第４号館２階共用第３特別会議室 

３．出席者： 

（委 員）大田弘子（議長）、八代尚宏（主査）、飯田泰之、江田麻季子 

（専門委員）島田陽一 

（事務局）田和室長、森山次長、長瀬参事官 

（説明者）味の素株式会社 隈部淳二人事部労政グループ長 

厚生労働省労働基準局監督課 石垣健彦課長 

厚生労働省労働基準局労働関係法課 長良健二課長 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 牛島聡課長 

厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課 永倉真紀課長補佐 

 

４．議題： 

（開会） 

１．副業・兼業、テレワークに関するヒアリング 

（閉会） 

 

５．議事概要: 

○八代主査 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。 

 規制改革推進会議の第３回「働き方の多様化に資するルール整備に関するタスクフォー

ス」を開催したいと思います。 

 本タスクフォースでは資料及び議事録を公開することにしておりますので、御了承願い

ます。 

 報道関係者の方はおられないですね。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 本日はまず、テレワークの推進について、味の素株式会社の隈部淳二人事部労政グルー

プ長からヒアリングをお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

○隈部人事部労政グループ長 初めまして。味の素の隈部と申します。今日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、お手元にお配りさせていただきました資料に基づいて、テレワークのことに

特化して今日は御説明をさせていただきたいと思います。 

 資料は飛ばしまして、11ページが当社の働き方改革の取組の歴史でございます。 
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 最初の上のところに2008年と書いてありますが、10年前ぐらいからこの取組を開始して

現在に至っています。このページで申し上げたいのは、右側の2013年から14年のオレンジ

の枠の中に働き方改革「Work＠A」というものが書かれております。この2008年から2013年

ぐらいまでいろいろやっていたのですが、取組がなかなか進まなかった。もう一回、踏み

込んだプロジェクトを起こそうということで、この「Work＠A」というものを始めました。

下のオレンジのところに書かれておりますスーパーフレックスと時間単位有給と在宅勤務

の３つの制度をこのときに一気に入れました。ここから取組がかなり進化していったと考

えています。 

 特徴的なことを申し上げますと、スーパーフレックスはコアがないということで、通常、

フレックスタイムを入れていらっしゃる企業さんは、コアの時間、つまり大体10時から15

までの５時間ぐらいは必ず会社にいなさいよという制度でございますが、このコアタイム

を完全に取っ払うというものがスーパーフレックスの特徴です。 

 どういうところに効果が上がるかというと、例えばお子さんがいらっしゃって、朝に熱

があって病院に連れていきたい。病院に連れていって何ともなかったということでそのま

ま小学校に出すというケースだと、普通のフレックスだと10時には間に合わないのです。

そうなると、半休をとるとか１日有給をとるという働き方しか選択ができない。 

 ところが、スーパーフレックスですと、病院から学校に行かせて会社に来るのは11時に

なってしまうけれども、そこから仕事ができるということで、かなり自在性が高まる。同

様に介護をやるとかいろいろな諸事情に応じて、コアにかかってしまうようなケースにお

いても、普通に仕事ができるようになるのがこれの特徴でございます。 

 加えて、ポツ４つ目の在宅勤務制度が、いわゆる今日の御説明のポイントでありますテ

レワークでございます。これの導入当初は、やはりいろいろな意見が飛び交って、現場か

らはかなり拒否的な反応が多く出ました。理由は、自律して働くことが困難な従業員に対

する心配の声が多々あがりました。このため、最初の導入は相当制限を入れた制度として

スモールスタートしたという感じです。 

 具体的に申し上げますと、まず、在宅勤務ができる対象は、上司が自律的に働けると認

めた者に限るとか、事前に１週間前に必ず上司に許可をもらう。許可をもらうと同時にど

ういう仕事をやるのかということを事前に連絡をし、許可をもらう。実際にやる当日は、

始める前に電話かメールで必ず今から始めますという連絡をして許可をとる。中抜けする

ときも、中抜けするという連絡をする。１日が終わった場合も、連絡をすると同時に１日

の成果を添付ファイルできちんと上司に報告するとか、相当制限を加えました。 

 そういうスモールスタートをしたのですけれども、やってみると集中もできるし、成果

も上がるということでそれなりに好評だったということであります。 

 次のページですが、当社は2016年からが第２期ということでして、後で詳しく申し上げ

ますが、17年のところの下のオレンジの枠組みのところのポツ５つ目、「どこでもオフィ

ス導入」（在宅勤務の進化版）と書いてあります。これは、今、申し上げました在宅勤務
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をスモールスタートしたのですけれども、やはりもっと制限を緩和してもらいたいという

ような意見に基づいてかなり進化させた。つまり、ルールを相当緩和し、名前を当社独自

の「どこでもオフィス」に変えて制度化したのが2017年になります。 

 後段の資料でもう少し詳しく御説明いたしますが、ここのポツ３つ目に総実労働1,800

時間目標化と書いてありますけれども、その右側に「みなし撤廃」と書かれています。こ

こは事前に御質問等もいただいたので御説明を差し上げますと、17年からみなし労働時間

制を全部撤廃いたしました。それまでは、営業部門の人間は特に外勤したケースはみなし

労働、つまり出張した場合は夜遅く働いたとしても所定まで働いたものとみなすという制

度でございますが、この「どこでもオフィス」を緩和したタイミングで、全営業マン並び

に本社にいる人間においても、出張した場合は必ず全員実労働時間管理で、みなし労働を

やめています。 

 やはり、スーパーフレックスで「どこでもオフィス」ということで、自由自在に仕事が

できるようになると、実際仕事なのか、仕事をやめたのかという区分けが非常にわかりに

くくなりやすいのです。ですので、そこはきちんと実際に働いた時間を自分自身が意識し、

きちんと申告してくれということでみなしを完全に撤廃いたしました。同時に深夜労働に

ついても、基本的には安全配慮義務の観点で深夜時間は働かないということは以前と同様

であります。 

 13ページは、2015年までの第１期の成果であります。2007年と2015年を比べてどういう

ふうに働き方が変わったのかということで、数字だけでございますが、①の３行目の総実

労働時間は、2,039から1,947の約100時間、②の組織文化診断のところで、定性的な実感、

生産性向上実感であるとか仕事のやりがいというものも第１期の取り組みの中で一定の成

果が上がったというものが捉えられております。 

 それでは、第２期の「どこでもオフィス」、テレワークの内容について詳しく御説明い

たします。17ページまで飛んでください。先ほど第２期に「どこでもオフィス」という形

に変えて、制限を相当緩和したと申し上げましたけれども、具体的にどういうふうに変え

たのかということを示したのが17ページの資料になります。 

 オレンジの四角の上に「ルール策定（緩和）」と書かれておりますが、ここが緩和措置

の内容であります。以前は、月に８回までしかしてはならないとしていたのですが、この

タイミングで週１回の出社以外は利用制限なし、つまり、会社に出社しなければいけない

のは週１回でいいです、残りの４日間はどこで仕事をしてもいいですよという制限緩和で

す。 

 申請についても、前日までにやりますということは当然言わなければいけないのですけ

れども、事後報告不要、１日の成果物をわざわざ上司に報告する必要はないということで

す。通常、会社に出社して勤務しているときに、毎日毎日今日はどこまで何の仕事をした

のかなんて聞くわけがなくて、なぜか「どこでもオフィス」をやった場合は何をやったの

かを確認したくなるのです。ですけれども、通常はやっていないのだからそんなのはやめ
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ましょうよ、必要なタイミングで成果をきちんと確認すればいいよねということで制限を

緩和しました。 

 あとは、業務内容・場所も問いません。どこでやってもいいよということです。 

 あと、育児と介護との併用可。これは説明が漏れておりましたが、最初に導入したとき

は、ながらの在宅勤務は駄目です、育児をしながら仕事するということはあってはならな

いという制限を入れていたのです。でも、実際問題、家に赤ちゃんがいらっしゃって泣い

たときに、私は在宅勤務をしていて制限があるから子供の面倒は見られませんと、放置す

ることは現実的にはあり得ないということから、併用も可。ただし、仕事から離れた時間

はきっちり管理して、申告するということに変えました。 

 左下の風土醸成のところは、ざっと字面を読んでいただければ御理解いただけると思い

ます。 

 右下の基盤整備のところは書かれたとおり、全従業員がこの働き方にシフトするために

はいろいろなインフラを整備しなければいけない。会社の大きなデスクトップで仕事をし

ている方が家で仕事をするとか外で仕事をすることはできないので、世の中に出回ってい

る最軽量のパソコンを全員に貸与するというようなインフラであるとか、外と中をつなぐ

ためにはLync会議、テレビ会議等も頻繁に行われますので、ほとんどの会議室にそういう

システムを完備したということです。そういうようなテレワークを推進するためにはイン

フラの整備が不可欠であることをここでお示ししています。 

 18ページ、今、申し上げたことを絵にしているのがこの表です。左の枠で言うと、軽量

のパソコンとヘッドセットであるとか、右側は会議室に置かれているSurface HUBでマイ

クロソフトさんの製品なのですが、これはとても優れものでして、通常、テレビ会議とか

Lync会議をやるときは、何かにつなげてプロジェクターをセットしてとか、セッティング

で嫌になってしまうのです。うまくつながらなかったり、ベテラン層とかはセッティング

自体がわからないから、できないよとなってしまうのですけれども、これは接続がほとん

ど不要で、パソコン上の接続というところに入っていくとそのままつながって、ここで全

部テレビ会議ができる。資料もここに映し出して全員で共有できる。さらに書いたものを

そのまま保存して、参加者にばんと送れる。そういう優れもののシステムであります。 

 次は22ページで、実際にどこでもオフィスにして2018年にどれくらいの利用者がいたの

かということを示した資料になります。総実施者数は従業員の84％の者で、これは工場の

要員も含んで約3,000名弱、従業員の84％が「どこでもオフィス」を利用したということで

す。実施者の月平均回数は6.3回で、サテライトオフィスの数は、自宅以外の施設を意味し

ていますが、社外サテライトオフィス、外の会社さんを契約したオフィスでございますが、

140拠点で、社内は支社、事業所の11拠点が自由にできるようなスペースがある。あとは、

社宅の共同のスペースを「どこでもオフィス」、この写真は社宅です。これをサテライト

オフィス化したということで、大体家からすぐ下にサテライトオフィスがあるのでそこで

仕事をして１日を終えるという従業員も多数出てきているというものでございます。 
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 23ページ、こういう制度を入れたことによって実際に従業員の働き方にどういう変化が

起こったのかということを若干御説明していきたいと思います。 

 この表は、ブルーのところが50％、50％と書いてありますけれども、以前は夜の18以降

に帰る人間が約半分で、18時前に帰っている人間が半分ぐらいだったのですけれども、昨

今のいろいろな制度を入れることによって働き方が変わった。つまり、16時から18時、右

側のオレンジが膨らんでいると思いますけれども、早く帰る人が非常に増えた。 

 このことによって、従来は朝・昼・晩という意識で人間は生活していると思うのですけ

れども、16時台に自由に家に帰れるようになると、朝・昼・夕方・夜と１日を４区分で意

識して生活する者が増えてきました。こういう変化があって、仕事に限らず、プライベー

トも充実できることに結びついているという結果が出ています。 

 もう少し詳しく御説明した表が次の24ページで、実際スーパーフレックスタイムと「ど

こでもオフィス」を組み合わせて働くことによって、どういう働き方、効果が生まれてい

るのかということを示した表です。 

 従来の働き方が上のところの帯です。普通に会社に通勤して、オフィスで勤務して、夕

方に帰る。 

 真ん中の例の７時間勤務で仕事とスキルの両立を目指すということでいうと、書かれて

いるとおりで、最初に自宅で勤務して、黄色の「通勤」というのは会社ではなくてサテラ

イトオフィスに向かっているということです。昼休みをとって、サテライトオフィスのそ

ばの英会話学校とかに２時間ぐらい行って、その後またサテライトオフィスに戻って勤務

して、家に帰る。この日は会社には行っていないということです。こういう働き方が可能

です。 

 下のところは、仕事と育児の両立を目指される方ということで、朝早く起きて６時くら

いにメールで仕事を始めて、家事と子供を送ることをやって自宅で勤務、必要に応じてLync

会議をやっています。お昼休みをとって買い物に出かけて、戻ってきてから自宅で勤務し、

その後、食事の支度とかお子様の対応をした後、夜20時ごろから残りの仕事をするという

仕事が可能になっているということです。 

 25ページ、いろいろな制度を入れて、最初はなかなか使わない従業員も多いのですけれ

ども、まず、やって体感するということがとても大事だなと思っています。ですので、管

理職を中心に必ず週に１回やってみようよということもやったりしてきました。 

 このシートの右下のところにいろいろな帯が出ているかと思うのですけれども、こうい

う制度であるとかインフラを整えていると、台風が来たり雪が降ったりしたときに会社に

来ないでばっと普通に仕事ができるようになる。この線が黄色の日にちのときに伸びてい

るのは、台風が来たりしたときに「どこでもオフィス」を使った数を示しているのですけ

れども、これは実際、会社にも行けないという明快な理由があるので、普段は使っていな

い者も使ったということで実績がはねているのですけれども、ここで申し上げたいのはこ

ういうはねた後に、通常時の数値も徐々に右肩上がりで上がっていっているということで
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す。１回何かのことをきっかけにやってみると、その後の利用が上がっていく。これが浸

透に効いてきているということであります。  

 最後に27ページ、いろいろな利用をするきっかけがあるということでいうと、「テレワ 

ーク・デイズ」、これは総務省さんが企画されていて、2020年のオリンピックに向けて、

要は、７月20日のオリンピック開催日に出勤する人がいると、公共交通機関が通勤者でい 

っぱいになるので、それまでにテレワークを浸透させて、オリンピックの時期には会社に

行かないようにしましょう、公共交通機関に乗るのをやめましょうという取組を一昨年か

ら進められていて、当社もそれに乗ってやっているのですけれども、こういうことをきっ

かけに利用すると、本当に効果を感じる従業員が増えているということであります。 

あと一つ、28ページだけ御説明させてください。働き方の変化ということでいうと、や

はりいろいろな組み合わせで自由に働けるようになるということで、夕方以降、マネジメ

ントスクールとかに行く人間も増えている。以前は６時とか７時とかから疲れた状態でマ

ネジメントスクールとかに行く気にはなかなかなりにくい。強制的に行けと言われる以外、

なかなかなかったのですが、自主的にそういう研修に参加したり、マネジメントスクール

に行く人間も実際に増えたりしているということをお示しした表であります。 

 約20分たちました。以上で私の御説明を終わらせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

○八代主査 どうもありがとうございました。

それでは、委員の皆様から御質問はいかがでしょうか。

私から最初に、24ページなのですが、「どこでもオフィス」という形で具体例を挙げて

いただいたわけですけれども、最後の７時間勤務で仕事と育児の両立を目指す方が、これ

は夜９時に終わらなければいけないとなるとかなり厳しいわけで、ここで本当は10時を少

し超してもいいのではないか。場合によっては、特に共働きの場合だと夫が帰ってきてか

ら子供の面倒を見てもらって集中的にやる。そういうニーズはあると思うのですが、ここ

は御社では、基本的に10時以降あるいは休日は絶対に駄目というルールがあるということ

でしょうか。 

○隈部人事部労政グループ長 基本的によっぽど合理的な理由、例えば、海外の勤務者と

どうしてもある時間帯にテレビ会議をやらなければいけないという場合は、深夜にやって

いるケースはありますけれども、通常の勤務の場合は深夜は一切認めていません。 

 このことによって、何かリクエストが来ているということはいまだかつてないです。そ

ういう海外系のやりとりの中でどうしても必要だということは当然あって、それは認めて

います。基本的にそこだけです。 

○八代主査 もし従わなかったらというか、どうしても本人の都合で残業手当は要らない

からとにかくやらせてくれということもできないように、パソコンを切ってしまうわけで

すか。 
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○隈部人事部労政グループ長 それは、会社のサーバーに入っている時間と勤務入力シス

テムが連動しているので、深夜帯に勝手に勤務をしているとアラームなり、なぜそれをや

っているのですかということが表示されて、その理由を入れて上司が承認しないと勤務が

確定しないシステムになっているので、勝手にやることはできないことになっています。 

○八代主査 わかりました。ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○江田委員 非常に思い切った試みで、感心して聞いていたのですけれども、一つ文化的

な流れで、資料のどこかにオフィスで長く働いている人のほうができるのよという価値観

が過去にはあったけれども、新しいこのシステムの中で人の評価に何か変化は見られまし

たでしょうか。 

○隈部人事部労政グループ長 会社に長くいるイコール、育児であるとか介護であるとか、

制約のある方が活躍できない、評価されないということが過去にあったと思いますけれど

も、今はそういうものがかなり払拭されてきている。つまり、以前よりもいかに最終の求

められているアウトプットの質を上げていくかというところに徐々にシフトしていってい

ると思います。 

 ただ、本当に会社に来たい人はいるのです。来なくてもいいと言っても、どうしても来

る。、いろいろな制度があるのだからどんどん試してみて、そこで不都合があったとかそ

ういうものがあったら言ってちょうだいと。やらずしてずっと会社に来る人は結構いるの

です。来ることによる安心感というか、来ていないと仕事をしていないと思われてしまう

のではないかという不安。そのような根強い意識はまだあります。 

 やはり、子供が熱を出したとかお子さんの用で学校に行かなければいけないという明快

な理由がある場合は制度を使うのですけれども、それだと戦略的にこれを使いこなして生

産性を上げるというよりも、利用しているだけなのです。それは目指すところではなくて、

やはりいろいろな制度を駆使して、自分が一番集中できる時間、生産性が上がる時間を自

分なりに考えて、働き方を再設計するというところが最終形だと思っているので、そこに

はまだ遠い人がいっぱいいます。だけれども、いろいろ試して利用が広がっていて、こう

いう制度を使えるということは自身の働きがい向上であるとか、会社がここまで投資して

いろいろなことをやってくれているということは有り難いし、いろいろなことも受け入れ

てチャレンジしていこうと思っている従業員は圧倒的に多いのではないかと思っています。 

○八代主査 どうですか。 

○飯田委員 ありがとうございました。 

 非常に革新的な試みである一方で、何となく心配になってしまうのは、勤怠の管理につ

いて性善説といいますか、従業員個々人の自己管理に任せているかと思います。これまで

の導入といいますか、実践事例の中で、同僚または上司から、あいつは実は在宅時または

オフィスにいないときに仕事をしているふりをしているだけではないかとか、またはそれ
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によって部局内でハレーションが起きたりという事例は出てきたりしていますでしょうか。 

○隈部人事部労政グループ長 当初はそのような心配の声は上がっていましたが、現時点

において大きな問題は起こっていないです。 

 一番気をつけなくてはならないのは、本当は時間をつけたくてしようがないのに、会社

が労働時間のことを強く言ってきているので、本当は仕事をしているのに隠してやらざる

を得ないというような従業員がいないか、またその様な声をきちんと拾い上げる仕組みを

整えることだと思っていて、ここは導入当初というか2008年から労使一体になってやって

きています。ですから、実際、本当に隠れている人がいないのかということは、例えば組

合の職場懇談会というものを最低でも年に１回、やっているところは毎月やっているので

す。この働き方を推進するに当たって、そういう負の要素、隠れてしまっている問題があ

るのかないのかを拾い上げることはそれなりに丁寧にやっています。 

 加えて、AGP、Ajinomoto Group Principles検討会というものもあって、これがコンプラ

イアンス観点で意見交換会というものを毎年全職場でやっているのです。そういう中でも

こういう働き方を進めるに当たって、そういうような問題、隠れているようなものがある

のかないのか、広く従業員の声を聞く。やれと一方的に押しつけて後は知らないというこ

とではまずいのかなと思っています。 

 御質問にきちんと答えられているかわかりませんが、そういう方がいなくはないと思い

ます。それがどこまで問題なのか。例えば、仕事はもう終わりと言って、お風呂に入って

ビールを飲んだ後、寝る前に仕事のことを考えるのは誰でもあるではないですか。それは

仕事ですか。それは勝手にやっているだけという、ここの部分は誰でもあって、残ってし

まう部分。労働時間として明快につけにくいような仕事のことを考えている時間は誰しも

あるのです。だから、別にいいのだと思っているわけではないので、常にやった時間はち

ゃんとつけてねということを人事部門に限らず、上司もいろいろな人が言い続けているこ

とだと思います。 

○八代主査 ありがとうございます。 

 いかがですか。 

○大田議長 ありがとうございました。すばらしいと思いながら伺っていました。 

 定型的な仕事と企画型の仕事でテレワークのやり方も違うと思うのですが、労働時間管

理は同じようにやっておられるのですか。 

○隈部人事部労政グループ長 全く同じです。 

○大田議長 裁量労働制は導入しておられないのですか。 

○隈部人事部労政グループ長 入れています。研究部門とマーケティング部門に入れてい

ますけれども、ここの意味合いは非常に曖昧になってきて、裁量労働制の意味が薄れてき

ています。これだけ自由自在に仕事ができるようになっているので、マーケティング部門

の者で裁量労働制をとっているものは、去年まで１人だったのですけれども、ゼロになり

ました。研究部門で20名弱ぐらいいます。 



9 

 

 これは、余り変わらないと思っているので、何で裁量労働制に手を挙げているのかとい

うことを聞いてみると、裁量労働制は委員会も開いて認定するという法律の縛りもあるの

ですけれども、きちんと認定された人間なのだということを誇りに思っている人がいるの

です。「私は裁量労働制をきちんと認定されている者です」、それで働きがいなりを感じ

ていただけるなら、それはそれでいいと思っていますが、将来的にこれを残しておくのか

どうか、については今後継続議論していく予定です。 

○大田議長 裁量労働制が適用される仕事は、長く働いたから成果が上がるわけではない

という特徴がありますが、全部を実労働時間にしたときに、なかなか成果が出なくて長く

なった場合は残業代をたくさん払うのか。その兼ね合いはどうしておられますか。 

○隈部人事部労政グループ長 裁量労働制の方だと自由にある程度長くやろうと思えばや

れるところがあったのですけれども、前者の働き方改革の方向性の中で、裁量労働制が認

定されているから勝手気ままに自由に長時間労働をやっていいということではないよねと

いうことは彼らに言い続けているのです。 

 マジョリティが生産性を上げて減っていっている中で、彼らの実労働時間も裁量労働制

なのですけれども、実労働時間は見えているので、減ってきているのです。そういうバラ

ンスの中で彼らの意識も変わってきていて、そんなに極端な働き方をしている人はほとん

どいないです。そういうことがあったので、ますます制度を残す必要はないのかなと徐々

に思っています。 

○大田議長 残業管理は、やった労働時間を報告してその中で残業時間を算定するわけで

すか。 

○隈部人事部労政グループ長 裁量労働制の人は。 

○大田議長 裁量労働制ではなくて一般的に。 

○隈部人事部労政グループ長 そうです。所定労働時間を引いた残りが残業です。大部分

の人がフレックスタイム制なので１カ月精算です。 

○大田議長 残業時間に制限は設けておられないわけですね。 

○隈部人事部労政グループ長 それは36協定の縛りです。 

○大田議長 わかりました。あと、みなしをなくしたということですが、テレワークの場

合はみなし労働時間を適用したほうがやりやすいという声もあります。そこはフレックス

だから関係ないという受け止めでよろしいのでしょうか。 

○隈部人事部労政グループ長 管理下に置けなくなるので、実労働時間管理は目視ができ

ないから、実労働時間ではなくてみなしにしてしまって、外に出ていったら所定を働いた

こととみなしましょうという声もあると認識しているのですけれども、当社は外に行って

も、会社にいないと自分の裁量でできる分長くなりがちな傾向があると思っているのです。

だけれども、目指しているところは１日の労働時間ではなくて年間1,800時間を目指して

いるので、要は自由に自分が働いているときも、何時間でこの仕事をやり上げるのだとい

う意識がないと、生産性の向上につながらないと考えているのです。だから、きちんと数
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字をつけてねという考えです。 

 やはり、世の中の意見では、時間を出すとどうせ時間ありきなのだという意見が飛び交

っていますけれども、時間を意識せずして生産性は絶対に上がらないと思っているのです。

人間は何時間でしようというタイムプレッシャーがあって、過度なタイムプレッシャーは

いけないと思うのですけれども、この時間でこれをやり切るためにはどうするのかという

組み立てがなくしてだらだらとやったら、時間だけ延びるのです。だから、何時間でこれ

をやるのだということを常に意識しようということが私は正しいやり方だと思います。で

すので、みなしは会社としては反対、きちんとつけよう、意識して働こうということです。 

○大田議長 もう一点だけ。副業については何かしていますか。 

○隈部人事部労政グループ長 これはまだ検討していません。どうしようかなと、今、思

っていて、まだ意見がまとまっていないので、これからです。 

○大田議長 わかりました。 

○八代主査 島田先生は。 

○島田専門委員 特に。 

○八代主査 どうぞ。 

○江田委員 今の時間の考え方のところで一つ質問なのですけれども、働く総時間が短く

なってなおかつ業績も上がっているというすばらしいチャートをどこかで見たのですが、

手取りは皆さんどうされているのですか。例えば、残業時間が短くなったときに手取りが

減るということなのか。どこかで会社として調整したのか。 

○隈部人事部労政グループ長 具体的に言うと、2016年度の春闘のときに先行投資という

形で15,000円のベースアップをしているのです。ここでいうと、大体2,500円ぐらいが一般

職の平均としたら７時間相当分ぐらいのベアを先行投資として上げています。 

 その分がある程度効いているだろうということに加えて、2017年に当社は所定労働時間

を20分縮めたのです。７時間35分から７時間15分に所定を縮めたのです。このときに、20

分所定を減らしても賃金は落としていないので、そこは実質賃上げも合わせてやっている

形。そういう組み合わせの中で今に至っているので、残業がさっき言った15,000円よりも

減っている人は手取りが若干は減るだろうとは思っております。 

○江田委員 あともう一個いいですか。どんどん質問が出てきてしまって。 

○八代主査 どうぞ。 

○江田委員 このテレワークみたいなものが非常に頻繁に使われていると、テクノロジー

も結構充実していて、会社にいると顔を見たときに思い出して話をして、そこから盛り上

がるみたいなコラボレーションも必要だよねという議論も世の中にはあって、誰がいつど

こにいるかわからない状況で御社ではできていますか。 

○隈部人事部労政グループ長 そこの考えは、たまたま会社に来たときに、いつも会う人、

以前で言うと固定席で毎日会っていた人と余り会わなくなって、たまに会ったから突然コ

ラボが生まれるということではないのではないかと思っていて、フリーアドレスとかを展
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開して、普段は会わない人が同じフロアで働くことによって、以前なかったいろいろな接

点が生まれて、新しい発想であるとかコラボが生まれるということは、今、まさに試行し

ているところです。本社はこの１年かけてフリーアドレスを玉突きで１階から12階まで全

部やり上げて、この３末で全部完了したのです。４月から、意図的なコラボもあるのです

けれども、意図していないコミュニケーションによるコラボみたいなことを生み出そうと

いうことを、今、考えている。 

 質問の答えになっていますか。 

○江田委員 わかりました。経営者として考えたときに、やはりフェース・ツー・フェー

スのコミュニケーションのよさと集中してする仕事のよさはどういうふうに組み合わせた

らいいかと、皆さん悩まれているのをお聞きしていたので。 

○隈部人事部労政グループ長 それで言うと、普段毎日顔を合わせないからコミュニケー

ションの量が落ちる、だから育成が滞るという意見も必ず出てくるのです。でも、毎日ず

っと話をしているわけではないので。 

 ふだん会わないようになると何が起こるかというと、会ったときにはこれをきっちり確

認しようということをそれぞれが強く意識するようになる。「あ、いた。あれさあ」とい

うことを今日も朝にやってきたのですけれども、集中して聞きたいときにきっちりコミュ

ニケーションをとって聞くということにシフトしていくということが一つ言えるのと、上

司部下間は意図的なコミュニケーションの時間を作ることが大事だと思います。 

 私はこの１年間ぐらい、直属の部下ではない、間にマネジャーを挟んでいて私の直の部

下ではない一般職の方と1on1ミーティング、いろいろな書物が出ていますけれども、意図

的なコミュニケーションをとる時間をとって話をするようにしました。これは必要だと思

います。これをやらないと、上司とコミュニケーションをとりたくない、部下とコミュニ

ケーションをとりたくないという上司は中にはいて、そういう人は全然話をしなくなって、

メールで機械的なやりとりだけをするようになってしまう。やはりフェース・ツー・フェ

ースが必要なところはフェース・ツー・フェースなのですけれども、それは時間なりを決

めて意図的に作っていけば、クリアしていけるのではないかと思っています。 

○江田委員 ありがとうございます。 

○八代主査 今のコミュニケーションに関連して、先ほどちょっとお話ししたチャットで

すね。何か特定の目的があって話すのではなくて何となく今、私はこういうことを考えて

いるけれども、どうでしょうかというものを不特定多数に送る仕組みはあるのでしょうか。 

○隈部人事部労政グループ長 今、まさにそういうチャットシステムというものを整備し

て入れ始めているところです。 

 メール文化は保存文化なのです。いろいろなメールを出すと、来た、これは面倒くさい

から温めようとか、まず保存ではないですか。チャットはLINEと同じ感覚でぽんと打って、

それに関して関係者が自分の思いをぽんぽんぽんぽん出し合って、どんどんアイデア出し

して決まっていくことで、スピード感が全然違う。こっちの方が圧倒的に先進的な働き方
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だと思っていて、本当に保存が必要なものとかをメールにし、日々のいろいろなやりとり、

コミュニケーション、意思決定をスピーディーにやるためにはチャットに変えないとだめ

だと。実は、私どももすごく先進的な働き方をされている企業さんにいろいろ教えてもら

ったりをしているのですけれども、そういう企業さんは必ずチャットを使っています。 

 メールだと、上の人に出すときに何々様とか何々殿とか、いつもお世話になっておりま

すとか、表現を工夫するのに時間がかかるのです。この表現だとちょっと失礼になってし

まうな。複数に出すときは偉い人順に並べないとだめだとか、電話帳を確認してこの人と

この人はどっちが偉かったとか、普通に日本の企業はやっている。これは本当に無駄なの

です。チャットはグループに入っておけばぽんぽんと、名前は要らなくて、言いたいこと

をどんどんどんどん送る。それで決まっていく。これはスピード感が全然違うのです。こ

れはメールの宛名、書きっぷりは皆さん、言われればそうだなと多分思うのですけれども、

これは変えたいなと思っています。 

○八代主査 ありがとうございました。 

 それでは、時間になりましたので、また何かありましたら。 

○大田議長 １点だけ。味の素さんはいろいろな取り組みをしておられますが、何か制度

的にネックになっていることはありますか。私どもは規制改革の会議ですので、制度的に

こうだったらもっとできるということがあればお聞かせください。 

○隈部人事部労政グループ長 唯一まだ入れていない、入れられたらなと思っている制度

は、「どこでもキャリア」です。つまり、旦那さんが海外に転勤になったとか、逆のパタ

ーンもあるのですけれども、旦那さんの転勤等を理由にしてやむなくやめていく方は、特

に女性はまだ多いのです。 

 ですから、これだけどこでも働いていいというのだから、旦那さんがタイに転勤になっ

たからやめるのではなくて、そのままタイで所属を変えずして勤務できるようにするとい

う制度が整うと、本当に優秀な人材でやむなく辞めていく人が辞めないで済むなと思って

います。いろいろハードルはありますけれども、これをやれたらいいと思っています。 

○八代主査 それは別に政府の規制はないわけで、飽くまでも社内の問題ということです

か。 

○隈部人事部労政グループ長 そうですね。ほかに制限があるのか調べ切れていないとこ

ろはありますけれども、お給料とか税法上の問題があるのかなとか、調べ切れていません。 

○八代主査 確認ですが、味の素さんのこのシステムを作るに当たっては、今の政府の規

制は特に障害にはならなかったということでよろしいですか。 

○隈部人事部労政グループ長 はい。 

○八代主査 本日はどうもありがとうございました。 

（味の素株式会社 退室） 

（厚生労働省 入室） 

○八代主査 それでは、続きまして副業・兼業、テレワーク、日雇派遣について厚労省へ
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のヒアリングを行います。 

 本日は労働基準局監督課の石垣建彦課長、労働基準局労使関係法課の長良健二課長、職

業安定局需給調整事業課の牛島聡課長、雇用環境・均等局在宅労働課の永倉真紀課長補佐

にお越しいただいております。お忙しい中、どうもありがとうございます。 

 それでは、御説明をお願いいたします。 

○石垣課長 ありがとうございます。 

 それでは、事前にお話のございました副業・兼業とテレワークについては私のほうから

説明をさせていただきます。 

 お手元の資料に沿いまして御説明をさせていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、副業・兼業、テレワークにおける労働時間管理について

ということでございますが、まず、副業・兼業の促進に係る検討の経緯ということで資料

を用意しております。 

 こちらの左側にございますように、平成29年３月の働き方改革実行計画の中で、副業・

兼業につきまして、１行目の後ろのほうからでございますけれども、「労働者の健康確保

に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図る」という方

針で、その後は下にも累次、書かれているような決定などをいただいておりますので、そ

れに向けまして、右側のほうですが、厚生労働省でも検討を進めておりまして、右下のと

ころ、既に御案内と思いますが、副業・兼業の促進に関するガイドライン、改定版のモデ

ル就業規則の周知を行うとともに、後ほど御説明いたしますが、制度的な問題を議論する

ための検討の場などを設けて鋭意検討しているところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、副業・兼業の促進に関するガイドラインについてでござ

います。こちらは、昨年、平成30年１月に策定をいたしました。概要ということでかいつ

まんで御説明をいたしますけれども、「２ 副業・兼業の促進の方向性」ということで、

労働者の方が副業・兼業をしたいというときに、長時間労働を招かないように留意しつつ、

雇用されない働き方も含め、希望に応じて幅広く環境を整えるということでございます。 

 企業の対応としても、原則副業・兼業を認める方向で検討することが適当としておりま

して、労働時間は、下線を引いておりますが、自己申告によって把握していくということ

でございます。 

 このようなことでガイドラインも出しまして、取り組みたい企業の方が留意するべき点、

労働者はどういうふうにするべきなのかといったところも、現行制度の枠内でどのように

したらよいのかということを整理しております。 

 続きまして、改定版モデル就業規則でございます。このモデル就業規則は、私どもは御

案内のように就業規則は常時10人以上を使用する使用者の方に作成をお願いしておりまし

て、労働基準監督署に届け出ていただくことになっておりますので、その作成、届け出の

参考のために、こういった形で作っていただくと法令にも合った形で、しかもかいつまん

で使っていただければ、取り組みたいところに取り組めるということでございます。 
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 このページの一番下の参考のところですけれども、平成30年１月以前は副業・兼業に関

連することといたしまして、「許可なく他の会社等の業務に従事しない」ということだけ

が書かれておりました。これにつきましては、上の方の１月改定版でございますが、副業・

兼業ということで具体的に書きました上で、まず、労働者は勤務時間外において他の会社

等の業務に従事することができる、原則、副業・兼業はできるという形で就業規則を作っ

てくださいということを示しております。 

 ただ、会社にもいろいろな御事情がありますので、そういったものを凡例などをもとに

整理いたしまして、３項の①から④までに描いてあるような、労務提供上に支障がある場

合、企業秘密漏洩になってしまう場合、企業の名誉や信用を損なう場合などのことで４項

目挙げまして、そういった場合には禁止や制限ができるようにしております。 

 これは、御案内のように会社にもいろいろな産業、いろいろな業務に携わらせていると

いう事情がございますので、その中で一律に禁止ですということはなかなか描きにくい部

分がありまして、個々の会社の状況なども鑑みて判断していただく必要があるということ

で、こういう形になっているという状況でございます。ですので、進めたい会社の方々に

おかれては、制度作りをして取り組んでいただけるのかなと思っております。 

 １枚おめくりいただきまして、今まで申し上げましたのは、冒頭にお話ししましたよう

に、政府の方針に基づいて既存の制度の中で取り組めることを取り組んだという整理でご

ざいます。ですので、制度的なものの見直しも必要だろうということを考えておりまして、

こちらにありますように労働時間などにつきましては、在り方に関する検討会ということ

で、２つ目の○になりますけれども、労働者の健康確保や企業の予見可能性にも配慮した、

事業主を異にする場合の実効性のある労働時間管理の在り方について、制度的なものを含

めて検討しているということでございます。 

 参集者は点囲みのところにございますように、法学者の先生、経営学の先生方にお集ま

りいただきまして検討していただいております。 

 開催の状況だけ簡単に申し上げますと、昨年の夏から検討を始めておりまして、まずは

データの収集ですとか諸外国の制度のおさらいをしました上で、企業からも10社ほどです

がヒアリング、経済団体、労働組合からも御意見を聞きまして、海外で制度を持っていて

参考になるところがあるということで調べてまいったりしまして、年明けからそういった

ものを踏まえてどうしていこうかという検討、整理を始めたような状況でございます。 

 一方、７ページ目のところの副業・兼業を取り巻く現行制度でございますが、制度とい

うところが何を意味するか、おさらいの意味も込めまして御説明させていただきます。労

働基準法の38条では、ごらんのとおり、労働時間は事業場を異にする場合も通算をすると

なっておりまして、これが私どもの局長通達で、事業場を異にする場合とは事業主を異に

する場合も含むということで運用をしてきているところでございます。 

 簡単に申しますと線囲みのところですけれども、労働時間につきましては、複数の職場

で働いている場合にはその時間を順次積み重ねていきまして、時間外労働の賃金を払うよ
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うな段階に来れば、その段階の事業主がお支払いをするというものが簡単な原則でござい

ます。こういったことで運用してきているところでございます。こうした制度につきまし

て、企業の方のヒアリングの中でも実務上なかなか大変だというお話もいただいておりま

すので、整理をしているところでございます。 

 ８ページのところですが、雇用×雇用の労働者は順次増えておりますので、こういった

状況で取り組まれているということでございます。 

 次に大きく項目が変わりましてテレワークでございます。 

 テレワークにつきましては、私ども、労働時間の適正な把握に関するガイドラインとい

うものを作っておりまして、まず、根底に事業主の方々には労働者の方の労働時間をしっ

かりと把握していただいて、必要な賃金を払うですとか健康安全に配慮していただくとい

うものがございますので、そこをしっかりと把握してください。把握していただく場合に

は、上から６行目ですけれども、パソコンなどの客観的な記録なども使いながらやってい

ただくのが基本ですとなっております。 

 ２つ目の○ですが、テレワークを行う場合においても、使用者は当然ながら労働時間の

適正な把握に努めていただく必要がありますということでございます。点囲みの中にその

例外の場合がありまして、労基法第41条に定めている方ですとか、みなし労働時間制が適

用されるような労働者のほかに、性質から労働時間規制を適用するに適しない場合、具体

的な裁量に委ねるような場合が例外にございます。 

 ９ページ、一つ一つは申し上げませんが、各種会議などでの決定におきましても、線を

引いておりますが、テレワークなどをするに当たりましても、これらを普及させることが

長時間労働を招いてしまうということですと本末転倒なので、労働時間管理もしっかりす

る中でテレワークを進めていくというようなことでなされております。 

 10ページですが、テレワーク中の労働時間の管理ですけれども、これも点囲みのところ

の中の長時間労働対策についてですが、やはりテレワークになりますと相対的に使用者の

管理の程度が弱くなるおそれがあることなどから、長時間労働を招くおそれがあることが

指摘されておりますので、こういったことにならないように、下の①から④ですが、メー

ル送付の抑制ですとか、システムにいつでもアクセスできるとなりますと、家でいつでも

仕事をすることになりかねませんので、そういったことがないようになどの手法を考えて、

長時間労働にならないように気をつけてくださいということになっております。 

 12ページ目のところでございますが、雇用型テレワークの課題で。 

○八代主査 １ページずれているみたいで、我々は13ページです。 

○石垣課長 すみません。ずれていて恐縮ですが、表題が「雇用型テレワークの課題」と

なっているところでございます。 

 こちらでデメリットですとか実施上の課題として挙げられているところに、大きいのが

仕事と仕事以外の切り分けが難しい。結局、かなり仕事をやらなければいけないような状

況になりやすい。長時間労働にもなりやすいということを労働者から挙げられているとい
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うことです。企業側の調査におきましては、労働時間の管理が難しいとか、情報セキュリ

ティーの確保が難しいとか、進捗管理が難しいなどのことが挙げられております。 

 次のページでございますが、労基法上の割増賃金についてでございます。条文を引用し

ておりますが、労働時間を規定より延長したり、あるいは休日に労働させた場合において

はその分の割増をするというものと、４項のところで使用者が午後10時から午前５時まで

の間に労働させた場合の割増賃金ですが、４項のところの割増賃金は深夜に労働していた

だくということで、その分のある意味過重な労働といいますか、深夜の時間に働くという

ことですので、それは長時間働いた割増賃金と別の考え方で、過重な負担ということで割

増賃金を支払っていただくように規定されているということでございます。 

 次のページにおきましても、労基法施行規則で具体的な払い方などが書かれております。

労基法上の割増賃金の趣旨につきましては、今、口頭で申し上げたような規定を我々は解

釈としてとっておりまして、昨年、高度プロフェッショナル制度をつくる際の国会審議に

おきましても、そういったことについて議論がなされているという経緯を紹介させていた

だいております。 

 非常に雑駁になりましたが、以上でございます。 

○八代主査 ありがとうございました。 

 では、続けてお願いいたします。 

○牛島課長 厚労省の職業安定局需給調整事業課の牛島と申します。よろしくお願いいた

します。 

 お手元の資料は17ページからになります日雇派遣につきまして、ごく簡単に御説明申し

上げます。19ページ、20ページ、21ページは派遣の概況でございますので、適宜御参照い

ただければと思います。 

 23ページ、今般のテーマになっております日雇派遣でありますが、こちらは平成24年の

派遣法改正におきまして、「１．事業規制の強化」というところで、日々または30日以内

の期間を定めて雇用する労働者派遣は原則禁止ですと改正されまして、施行期日は下にご

ざいますとおり、24年10月１日から実施されている状況になってございます。 

 このような見直しが行われた経緯につきまして、24ページと25ページをごらんいただき

たいのですが、委員の皆様方も御記憶にあるかと思うのですけれども、平成19年、20年当

時、日雇派遣が非常に社会問題化をしたという認識を厚労省としてはしてございます。 

 例えば、事例１、事例２、事例３はいずれも新聞に載っているような事案ですけれども、

日雇派遣についての労災隠しでありますとか、治療費の支払いをしない、日雇派遣労働者

をトラックの荷台のコンテナに乗せて運んでいった。事例３の派遣会社Ｃというのは、当

時の日雇派遣の大手でありますけれども、禁止業務への短期スポット派遣を行っていて、

事業停止命令を受けている。また、給与からの不明瞭な天引きを行っていた。こういった

いろいろな問題事案が行われていたという状況を踏まえ、24ページにお戻りをいただきた

いのですけれども、もろもろの見直しの検討が進められたところであります。 
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 平成20年２月というところがございますけれども、まず、当面打てる施策として、日雇

派遣指針の制定をいたしまして指導・啓発を進めていったところでありますが、制度見直

しの本格的な議論をしなければいけないということで研究会を立ち上げ、また20年７月ご

ろから与党においても検討が進められて、もろもろの検討作業が進んでまいりました。 

 20年９月は、当時の自公政権においてでありますけれども、日々または30日以内の期間

を定めて雇用する労働者の派遣を行ってはならないということを内容とする建議が取りま

とめられて、派遣法改正案が国会に提出された。 

 ただ、この当時の自公の案につきましては、その後、リーマンショックが起こりまして

年越し派遣村の騒ぎが起こったこともあり、いろいろと派遣をめぐる状況が社会問題化を

している。それとあわせまして、衆議院解散で、この後、政権交代が起こるわけですけれ

ども、自公案は廃案になっているところでございます。 

 その後、民主党、社民党、国民新党、当時の与党が作った法律案がございまして、平成

21年12月では日雇派遣の原則禁止というところは変わりませんけれども、日々または２カ

月以内の期間を定めて雇用する労働者については労働者派遣を禁止。要は、30日以内が２

カ月以内に範囲を拡大された案が当時、提案されました。 

 ただ、そこにつきまして、民主党と当時の野党である自民党、公明党の３党合意が行わ

れまして、日雇派遣の原則禁止は維持ではありますけれども、２カ月以内は30日以内に短

縮がなされ、その際に日雇派遣の禁止の例外に雇用機会の確保が特に困難な場合というも

のが追加されたというものが経緯でございます。 

 これを受けまして、現在の制度の状況は26ページございますとおりでして、日雇派遣は

原則禁止でございますが、２つ例外がある。１つは業務の例外でございます。私どもは17.5

業務という呼び方をしておりますけれども、ここにございますような業務は、日雇派遣は

解禁されている。 

 もう一つは、先ほど申し上げました日雇派遣が行われる属性に関しての特例になってお

りまして、60歳以上、雇用保険の適用を受けない学生、副業として従事する生業収入が500

万円以上の方、主たる生計者以外、家計補助者で世帯収入500万円以上の方々は日雇派遣可

という形になっているのが現在の制度のたてつけでございます。 

 27ページは日雇派遣のガイドラインです。これも適宜御参照いただければと思います。 

 また、28ページ、29ページは直近の日雇派遣労働者の数、どういった属性に属する方の

数になっているかを分解しているものでありますので、こちらも適宜御参照いただきたい

と思います。 

 最後に30ページでありますけれども、日雇派遣労働者の年収要件について、現行の考え

方について整理しているものであります。当時の状況等も踏まえ、日雇派遣については必

要な雇用管理がどうしてもなされにくい構造がございまして、派遣労働者の保護に欠ける

ことから原則禁止、ただし、生活のためにやむを得ず日雇派遣の仕事を選ぶことのないよ

うな水準にあるような方は、いざとなれば日雇派遣の働き方からは離脱することができる
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というところがございますので、そういったところを踏まえて派遣労働者の保護が欠ける

おそれが少ないため、原則禁止の例外にしているという状況でございます。 

 資料には書いてございませんけれども、平成24年の保険法改正の国会審議におきまして、

当時の野党、今の与党でありますけれども、副業、主たる生計でない方については、年収

要件を設けるべきあるという御指摘もありまして、今現在あるような年収要件が設けられ

ているというところも政治的な動きではございます。 

 そういったものを受けて、それでは実際年収要件は幾らにするのかという議論を審議会、

当時の労働力需給制度部会で行ったわけであります。ここで整理された考えとしては、標

準生計費、世帯で見てどれぐらい支出を通常の世帯だったらしますかというところの２倍

程度の年収があれば、生活のためにやむを得ず日雇派遣を選ぶことがない水準であるとい

う、これを基本として、下に四角囲みで書いてございますけれども、各種調査の所得分布

でありますとか、正社員労働者の平均年収、数字のわかりやすさというところもございま

すけれども、こういったものを踏まえて500万円という形で設定がなされた状況でござい

ます。現行の日雇派遣の年収要件の500万の考え方については以上でございます。 

 非常に早口で恐縮ですけれども、私からの説明は以上とさせていただきます。よろしく

お願いします。 

○八代主査 ありがとうございました。 

 それでは、時間の関係もありますので、まず、副業・兼業、テレワークについて議論し

て、派遣はまた後で別途議論させていただきます。副業・兼業等についていかがでしょう

か。 

 この閣議決定等で副業・兼業を普及させることが書いてあるわけですが、今のモデル就

業規則を書いただけで十分なのでしょうか。現に企業は依然として副業は原則禁止という

か、副業を認めている企業は１割程度しかないわけです。だから、それで本来の閣議決定

が満たされていると考えておられるかどうかをお聞きしたいと思います。 

○石垣課長 まず、私ども最初に申し上げましたように、現行の制度でできるものはガイ

ドラインですとか就業規則で手当てをしまして、それ以外に制度的な見直しが必要なもの

としてどういうものがあるのかという検討を、今、しておりますので、ガイドラインの見

直しと就業規則の見直しだけで十分だという認識ではございません。 

 それから、副業・兼業につきましては、先ほど、これも説明の中で申し上げたのですけ

れども、企業の中にはさまざまな業種や職種、いろいろな考え方がありますので、そうい

うところでの労働時間管理で必ず、例えば多数の労働者、多数の企業で副業・兼業が労働

者の主流になって行われることばかりでもないと思いますので、どのぐらいの数になれば

十分かといったところは難しいと思いますけれども、私どもとしては、先ほど申し上げた

ような制度的な見直しも含めて促進ができるように取り組んでまいりたいと考えておると

ころでございます。 

○八代主査 追加ですが、８ページに今、副業をやっている人の数というものがあって、
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2.2％というのが就調であるわけですが、例えばリクルートなどがアンケートをとると大

体12％で、もっと多くの人が現に副業をしている。つまり、これは隠れ副業が現に起こっ

ているのではないかということが推察されるわけです。まさにモデル就業以外のことを今、

検討されているということなのですが、隠れて副業することがより危険な状態ではないだ

ろうかという御認識はないのでしょうか。 

 だから、どれくらい副業をすればいいかということはわからないということですが、一

つの目安は隠れてやっている人が隠れなくてもいいようにするという考え方もあると思う

のです。厚労省ではそういう隠れ副業の実態は把握されておられないと考えていいのでし

ょうか。 

○石垣課長 隠れ副業というか、私どものお出しさせていただいている調査というのは総

務省の就業構造基本調査ですので、例えば、労働基準法違反を見つけるために監督の中で

調べたときに聞いているわけではありませんので、普通の統計調査です。リクルートさん

のやられている調査は細かくどういう定義でやられて十何％となったのか、今、私にはわ

からないので恐縮なのですけれども、そこと比較していくのがどういうことなのかという

こともありますので、今、お答えがなかなかできませんが、数字だけを比べてそこの差が

隠れ副業だというお話なのかというと、今の段階でお話はしがたいと思います。恐縮です。 

○長良課長 ちょっと補足をさせていただきますと、恐らく就業構造基本調査は副業者数

の実数の調査でございますが、今、おっしゃった十数％という数字は企業の調査で、副業

を認めているか認めていないかという企業の割合だったのではないかとは思います。 

 そういう意味で企業における副業・兼業を認めている、認めていないというのは、この

調査も含めて我々も経年的に統計をとっているものがございませんので、今のところスポ

ットで状況を把握することしかできない状況ではございます。その辺については、引き続

き把握には努めたいと思います。 

○八代主査 どうぞ。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 副業・兼業の資料の７ページ、労働時間の管理や通算が非常に難しい点だと思いますの

で、これに関して３点御質問します。まず、事業主Ｂが、法定労働時間を超えたところで

割増賃金を払うというのは非現実的だと思うのです。副業先で割増賃金が発生するという

ことを厳密に適用すると、事業主Ｂは雇いたくなくなり、働く側にもマイナスになる。私

どもがヒアリングした中では、主たる事業者が労働時間を管理するというのが自然ではな

いかと有識者の方はおっしゃっているのですが、労働時間管理に関して今の委員会ではど

ういう議論になっているのでしょうか。これが１点です。 

 それから、雇用の場合にこういう厳しい労働時間管理をやると、逆に業務委託など雇用

ではない形の、本来は雇用形態にすべきである非雇用の形がいびつにふえるのではないか

という懸念がありますが、これについてどうお考えでしょうか。これ２点目です。 

 最後に、EUでは、健康確保のための時間規制と割増賃金制度とを切り離しています。日
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本の場合は、割増賃金が長時間労働の抑止力として機能していることはあると思いますが、

副業の場合にはむしろ切り離したほうが、座長の言われた隠れ副業を防ぐためにも有効で

はないかと思うのですが、どうお考えでしょうか。 

○石垣課長 ありがとうございます。 

 まず、１点目でございますけれども、私どもが提出させていただいている資料で、先ほ

ども御説明しましたように、例えば、２つ事業所があったときに、所定労働と所定労働を

足す。その後に、どちらが先に時間外労働をさせたかというところを順々に足し上げてい

きまして、超えたところがということでございます。 

 これについては、確かに常に確認をしなければいけないというところがありますので、

私どもが企業の方々などからヒアリングをしたときにも、この手続についてもう少し何と

かやりやすいというか、そういうことが必要なのではないかという問題提起はいただいて

おりますけれども、それを具体的にどうするのか、法律的にどう整理していくのかという

ところは、いろいろな資料を集めたところで御議論をいただいている段階ですので、その

中でこれから整理をされていくのかなと思っております。ですので、私どもの検討会でも

この通算のやり方をどうするのかというところは、検討会の先生方も問題意識を持って取

り組んでいただいていることは言えると思います。 

○八代主査 それに関連して、仮に事業主Ｂが知らずに法定労働時間を超して残業させて

しまう、つまり主務たるところで既に８時間働いている、それをさらにＢが雇ったら残業

代を払わなければいけないのだけれども、それが確認できなかった。つまり、労働者がう

そをついたときに、この事業主Ｂは罰せられるわけですか。そうすると、大きなリスクが

あることになりますね。 

○石垣課長 そこは知らないということになりますので、本当に起訴をして刑罰をするか

どうかという段階になったときには、実際に罰せられるということはなかなか難しいと思

っております。 

○八代主査 ただ、可能性はあるわけですよね。 

○石垣課長 個々のケースになりますので、何とも言えません。全く知らなければ何とも

しようがないと思いますけれども、そこはケース・バイ・ケースの場合があると思います。 

○八代主査 ただ、労働基準法違反もは厳しい刑罰があるわけで、それを労働者の自己申

告に全面的に依存しているのは危ない状況で、まさにそんなことでは恐ろしくて副業者を

雇えないという、非常に抑制効果がある。だから、労働者の自己申告以外にどういう場合

ならちゃんと雇えるかということを明確にしないといけない。それが、副業を妨げている

最大の要因と言えないのでしょうか。 

○石垣課長 資料でいうと６ページのところになりますけれども、先ほども御説明いたし

ましたが、開催趣旨のところの２つ目の○です。「労働者の健康確保や企業の予見可能性

にも配慮した」というところがまさにそういうところでございますので、企業がどういう

場合にどこまで責任を負うのかですとか、どういう手続までとっておけばいいのかという
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ところの整理がこの検討会で今、御議論をいただいているところですので、委員の先生方

が持たれている問題意識も含めて、今、有識者の検討会で考えられているという状況でご

ざいます。 

 あと、恐縮ですが、大田議長から御質問いただいていた残りの２つでございます。 

 厳しくすると非雇用にいってしまうというお話ですけれども、ここもなかなか難しい問

題がありまして、結局、雇用で働くというのは、もともと使用者が労働者に対して指揮命

令をするということですので、こっちの職場でも指揮命令をされて結構働く、こちら側の

職場でも指揮命令のもとにありますから、基本的に命令に応じて働くというと、どうして

も長時間労働になりやすい素地が出てきます。 

 一方で、雇用と非雇用の場合、本当に非雇用の自営的な形態の場合は、純粋理念的に考

えれば、自分でいろいろと判断して働き方もコントロールできることになりますので、偽

装の独立した業者みたいなものだとまた別になってしまうのですけれども、雇用と雇用の

場合は長時間になりやすい素地がありますので、管理をしまして働き過ぎないようにしな

ければいけないということがある一方で、議長がおっしゃっておりますように、雇用法制

になりますと保護とか管理とかがどうしても一体でついてきますので、そういう労働者の

方は雇いたくないという方向になるという問題意識もこれまでの議論の中で出てきていま

すので、そこを制度的にどうするかは、先ほどの問題と合わせて検討課題だとは思ってお

ります。 

 ３つ目のEUなどの法制についてのお話がございましたが、確かに議長がおっしゃるとお

り、健康確保のための上限規制と割増賃金が分けられているというのはございます。ただ、

ヨーロッパの場合は、もともとの労働時間の上限が非常に低いところにありますので、そ

れを直接的に守っていただくというのが法制度的になっております。 

 日本の場合は、まだ所定労働と36協定などを結んだ場合に働けるところの間にかなりの

時間帯がありますので、そういうときに上限規制ももちろん今回導入しましたけれども、

一方でこれまでどおり割増賃金の経済的負担によって使用者の方が働かせ方を考えていた

だくという効果もまだまだある状況だと思いますので、そういったところで我々としては

今の制度の形をとっているところかと思います。 

○大田議長 ３番目の点は、あくまで副業のときだとどうですか。１つ目の質問と重なる

のですが、通算をして、事業主Ｂが負担せざるを得ないとなるとあえて実態を自己申告し

ないケースをどう考えるか。副業を前提にした場合に、健康確保のために割増賃金と切り

離すという点についてはどうお考えですか。 

○石垣課長 つまり、副業の場合でのお尋ねではあるのですけれども、結局、合わせて働

いたときにかなり長時間労働になり得るところをどうしていくかという観点ですと、今の

制度上は、通算をしまして、そこで全体を把握して、健康の確保なども考えていくという

ことと、把握しているので割増賃金もお支払いいただくということなのですが、まさに議

長のおっしゃったように１個目の問題と関わってきますので、制度的にどうしていくのか
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というのは検討課題だと思っております。 

○八代主査 割増賃金というのはもともと残業を抑制するための仕組みだとしたら、同じ

事業者であればそれは効くけれども、別の事業者の場合には、労働者があえて選択してい

るわけですね。そこがなぜ同じ事業者で長時間働くのと複数の事業者で同じ時間働くのを

区別せずに、そういう割増賃金を機械的に適用するという不思議な論理が出てきたのかと

いうことです。 

 これはもともと同じ事業者あるいは同じグループの事業者の間でそういう長時間労働を

させてはいけないという趣旨だとすれば、全く違う事業者の間では、議長が言われたみた

いに切り離して考えるべきではないかという意見はないのでしょうか。 

○石垣課長 すみません。少し御説明が足りなかったようで大変恐縮なのですけれども、

先ほどの通算の手続の関係の話とともに、先ほどの有識者の検討会の中では、別の使用者

のもとで働く場合に、労働時間を通算して割増賃金を払うということが、その事業所と労

働者の関係での長時間労働の抑制に効いているのかどうかというところは課題の一つとし

て出ておりますので、そういうことも含めて通算の在り方をどうするかということとも絡

んできますので、有識者検討会で検討していただいているところでございます。 

○八代主査 どうですか。 

○島田専門委員 もう大田議長のほうから詳しい御質問がありましたのであれですけれど

も、今、課長がおっしゃった点を検討会を含めてさまざまな議論を積み重ねているところ

でございますので、兼業・副業が普及する方向で取りまとめていただければ大変ありがた

いと思っております。 

○八代主査 そちらはよろしいですか。 

○飯田委員 重ねて同じところにはなるのですけれども、この通算規定については局長通

達なわけですよね。そうするとこれは、例えば別の局長通達の形で、事業主を異にする場

合は含まないとすることで制度的には変えることができる。実態としてこの規定がどの程

度副業を阻害しているのか、これは感想ベースになるかもしれませんが、現実に雇用バイ

雇用で副業をされている方で、このルールを適用して割増賃金を受けている方は恐らくい

ないですよね。ですので、既に空文化しているとも思うのですが、いかがでしょう。 

○石垣課長 ありがとうございます。 

 この局長通達を変えればいいのではないかということでございまして、そういう御指摘

もあろうかと思います。ただ、私どもとしては、これもまさに法学者の先生方に御検討い

ただかなければいけないところかと思うのですけれども、既に実際の問題として70年ぐら

いこれで運用してきておりまして、これでいろいろなところに周知をしたり説明をしてき

ているところでございます。ですので、それを変えるときにしっかりと、法律ではないま

でも、例えば何かの法形式で定めるとか、明確な形で変えてあげないとかえってわかりに

くい、混乱をするということも、もし変えるとした場合でもあろうかと思うのです。もち

ろん、選択肢としては局長通知を変えるだけで変えられるのかもしれませんけれども、長



23 

 

年のことを考えますと、そうではない場合もあり得るということが一つです。 

 あと、これで実際には何にもやられたことがないのではないかというお話なのですが、

実は私どもも調べてみますと、もともと副業者が全体の労働者の数％ということと、その

中でもめない労働者もたくさんいることも考えますと、もともとは少ないだろうと思うの

ですが、実際にこれで労働者から相談されて問題になった例が現場ではありまして、それ

に対して監督署のほうで事業主にお話をしまして、確かにそういう資料があって、確認が

できたので割増賃金が払われた例はございます。 

○飯田委員 その事業主さんは災難でしたね。 

○八代主査 議長、どうぞ。 

○大田議長 この検討会のスケジュールはどうなりますか。いつごろ取りまとめはなされ

ますか。 

○石垣課長 スケジュールでございますけれども、先ほどの資料６ページのところにござ

いますように、昨年の夏から始めまして、昨年のうちはいろいろな資料集めをしてきたと

ころでございまして、今年に入ってそれを踏まえて制度の課題の整理をし始めたところで

ございます。 

 この後、少なくとも何回か御議論をいただいて結論を出すことを考えますと、やはりま

だ半年近くはかかるのかなという感じはしますけれども、いつまでが期限とかそういうも

のが明確に定まっているわけではございません。ただ、何となく今の検討状況からします

と、半年近くはかかるのかなという気はいたします。 

○大田議長 議事録は出ているのですよね。 

○石垣課長 厚生労働省のホームページに、細かい議事録という形で出させていただいて

います。 

○大田議長 私どもも答申の時期がありまして、この検討会の議論は大変重要だと思って

おりますので、なるべく議事録をスムーズに出していただけるとありがたいです。 

○石垣課長 前回が２月で、２月のものは出ていまして、次も日程はまだですけれども、

開催をしましたら速やかに公表できるようにしたいと思います。 

○八代主査 どうぞ。 

○島田専門委員 先ほど、課長の御発言がございましたので、労働基準法ができて70年ぐ

らいやってこられたのは大変重い事実だと私も思うのですが、一方では労働基準法ができ

たときと労働時間法制自体が相当大きく変わったことがあろうかと思います。所定労働時

間に対する規制もかなり大きくなりましたし、今般、時間外についての上限規制も入った。

そういう意味では、従来の解釈を変え得る条件はできてきているという見方もできるので

はないかとものが私の感想ですし、御存じのように学説的にはかなり有力な学説が、同一

使用者のもとでの規定だという解釈自体は出ていたと思いますので、大変難しい課題だろ

うと思いますが、ぜひ御検討いただければと存じます。 

○八代主査 同じことですが、70年続いていたということは、逆に社会の変化に全く対応
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していないということでもあるわけですね。特に副業自体が、後でも言いますテレワーク

とかいう形で在宅でもできる副業がどんどん増えている時代に、はっきり言えば局長通達

で守れない規制をしておくということ自体が問題です。労働者が幾らでもうそをつけるわ

けで、そういうものが非常に不透明な規制になっているわけです。通達で規制していたも

のを法律で変えないといけないというのはちょっと理解できないことであって、もともと

が法律であれば別ですけれども、それをきちんと別の局長通達を出すなりして周知徹底さ

れればいいわけで、私は納得できないと思います。テレワークのほうもありますので、も

し副業のほうがよろしければ、後で戻っていただいても結構です。 

 テレワークの場合、やはり場所的、時間的に自由な働き方を促進するという目的に対し

て、とにかく労働者は管理者の目の前にいなければ駄目だというのが完全に遅れているわ

けではないか。だから、それはみなし労働というものがセールスマンについてあったわけ

ですが、それは連絡がつかないときという非常に例外的な形になっていたわけで、それを

もう少し別の形でやることができないかどうか、そういうことは御検討されているのでし

ょうけれども。 

 例えば13ページのアンケートを見ても、労働者調査でかなりネガティブな話ばかり出て

いるわけですが、我々がヒアリングしたときは、むしろ集中的に働けるというメリットが

かなり労働者のほうから出ているわけです。それがそもそも質問項目にないのかもしれま

せんけれども、労働者調査は基本的に労働組合を通じた調査なわけですよね。それはいい

のですけれども、もう少し多様なニーズを考慮してやる必要があるのではないかと思って

おります。 

 テレワークについて、何かほかにございますか。 

 どうぞ。 

○大田議長 先ほど味の素のお話を伺っておりましたが、「どこでもオフィス」でテレワ

ークを推進しようと。集中することで総労働時間が減少し、かつ生産性が上がったという

ことでした。でも、それはやってみて初めてその良さが認識されるので、あえてテレワー

クをやってみるように会社として進めたという経緯があったそうで、感銘を受けました。 

 そういうことから考えると、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に

関するガイドライン」は介入のし過ぎではないか。むしろこういうガイドラインは、こう

いうことだけはやったらいけないというネガティブな部分の規制はあってもいいと思うの

ですが、少なくとも安定した労使関係にある企業においては、どういう形でテレワークを

導入し、そのときのルールをどうするのかというのは労使に委ねていいのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

○石垣課長 確認なのですが、今、おっしゃった規制が厳しいというガイドラインは10ペ

ージに書いてある労働時間の適正の把握のほうですか。 

○大田議長 すみません。12ページです。 

○石垣課長 12のほうですね。私どもといたしましては、先ほど申しましたように、いろ
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いろな働き方ができるようにテレワークの普及推進をしていくということはもちろん大事

だと思っていますので、それは取り組んでいきたいと思うのです。 

 一方で、繰り返しで恐縮ですが、そういう働き方が長時間労働を招きがちだという実態

がありますので、そういうものを招かないようにということになりますと、12ページのよ

うな、どうしてもいつでもメールが送られてくるとか、いつでもアクセスできるというと、

つい働いてしまう形になりがちなので、そういうことにならないように、このような手法

も考えられるということです。職場の状況、実態に応じて管理の仕方を考えていただくと

いうことだと思います。 

 基本は10ページのガイドラインにありますように、使用者の方は大原則として労働者の

方の労働時間を管理していただかなければいけないということで、ここについては、パソ

コンですとかいろいろなネットワークシステム、IT機器で把握するという客観的なものを

基本にお願いしているということです。そこはテレワークの中で、会社の労使の方々の中

で御議論をいただいて、どこをもってしっかりと決めていくのかということは管理してい

ただくという前提の中で、それぞれの会社の状況に応じて御検討していただくことだとは

思います。 

 この12ページところは、長時間労働になりがちなときにこういう抑制の仕方があるので、

こういったものを活用しながら長時間労働にならないような仕組みの中でテレワークを進

めてくださいという趣旨のものでございます。 

○八代主査 ただ、12ページの③ですけれども、時間外・休日・深夜労働の原則禁止とい

うことですが、今、深夜労働をできるだけ抑制するというのは、昼間も働いて、かつ残業

として深夜まで及ぶのは、労働者に非常に負荷を及ぼす可能性があるわけですが、昼間は

働かずに別のことをしておいて、夕方から働く働き方もテレワークの場合では当然あるわ

けです。それがまさにメリットがあるわけで、そのときに夜中の10時を過ぎたからそれが

甚だしく労働者にとってマイナスかというと、それは逆ではないだろうか。だから、ちょ

っと工場労働の原則と同じような形でテレワークを考えたら、テレワークのメリットを殺

してしまうわけで、テレワークという会社ではない場所で働くという場所的な自由さに応

じて例外を作るという考え方はないわけでしょうか。 

 それから、残業を全くさせないというのは、急な仕事の場合、ちょっと無理なことで、

こういうガイドラインを作られると企業はそれに縛られるわけですから、ちょっとやり過

ぎなガイドラインではないかという感じは受けております。 

 どうぞ。 

○永倉課長補佐 雇用環境・均等局でございます。 

 このガイドラインを作った経緯等々は御案内のとおりかとは思うのですけれども、こち

らの事例を入れさせていただいたのは、やはり労務管理が難しいということもありまして、

働き方改革実行計画の中でも長時間労働の対策の例を示したらどうかと言われていたこと

がございます。 
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 ですので、飽くまでこれは例になりますので、これに従わなければいけないガイドライ

ンということではない項目であることは御理解いただきたいと考えております。 

○八代主査 では、従わなくてもいいガイドラインだということを明記していただけない

わけですか。 

○永倉課長補佐 ここの部分については飽くまでも事例ということで、これは飽くまでワ

ンフレーズについて切り出しているものになりますので、ほかの項目のところでは、労働

時間管理は原則としてこのようにという話ですとか、導入に当たっての留意点だったりと

いうことを記載させていただいているものです。 

○八代主査 どうぞ。 

○大田議長 テレワーク・デイズとして、オリンピックのときになるべくテレワークを進

めようと政府が推進しているということですが、実際には、テレワークはなかなか進まな

い。どこに原因があるとお考えですか。 

○永倉課長補佐 企業さんによって原因は恐らく様々で、例えば、労務時間管理が難しい

というのは、先ほど資料の中でも御紹介させていただいたとおりですし、あとは、セキュ

リティーということももちろんあろうかと思いますので、セキュリティーであれば、総務

省さんのほうで別途施策をとったりということはされているかと思います。 

 あとは、仕事の切り出し方ではないのですけれども、どういう人にテレワークをしたら

いいのかわからない企業さんもいらっしゃるかと思いますし、原因はさまざまあるかと思

うのですが、ただ、労働時間管理をどうしたらいいかというところはデータとしては出て

おります。その点に関しましては、厚生労働省としては、このように法律を当てはめたら

いいのだよというガイドラインを示して、その参考にしてもらいたいということで、この

ガイドラインを作っているという次第になります。 

○八代主査 ただ、テレワークで最大のメリットを受けるのはやはり女性ですよね。だか

ら、均等局としては当然ながら女性がもっと働きやすいような仕組みにする。そのために

硬直的な今の労働基準法の時間管理が女性の多様な就業を妨げるという意識を持って闘っ

ていただきたいと思います。 

 時間の制約もありますので、ほかはよろしいですか。日雇のほうに行ってよろしいでし

ょうか。 

 それで、26ページなのですが、日雇派遣というのが禁止されているけれども、例外とし

て雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務で、その具体例が②に書いてあ

る高齢者であるとか学生とかこういう例だということなのですが、もう一つの例外、つま

り雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合という例が見当たらないようです

が。 

 つまり、今の日雇派遣の禁止について外国人に説明するときに本当に困るのは、なぜ本

当に困っている労働者、例えば失業保険が切れてしまって、親もいないし、60歳以上でも

なければ学生でもなくて、主婦でもない人を企業が助けるために雇おうと思っても禁止さ
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れる。働く必要性が低い人は雇ってもいいのだけれども、本当に緊急に仕事を求めている

人は雇ってはいけないという、これのどこが労働者保護なのかということに対して私は答

えられないわけです。 

 だから、先ほどの御説明を見ると、そういう人たちは日雇派遣以外で探せということに

なりますが、それはおかしい。直用の日雇なんて限られていますから、日雇派遣が認めら

れることのほうがそういう労働者を救済するときにはるかに合理的だという意見に対して

はどう答えられるのでしょうか。それから、具体的に特に困難な労働者等というのはどう

定義される。その２点をお願いしたいと思います。 

○牛島課長 26ページの禁止の例外①、②にございます部分についてですが、①が点線四

角囲みの①に対応しております。ですので、雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認め

られる業務が17.5業務であります。 

 ②の雇用の機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合が属性という部分なのです

が、点線囲みの②という対応関係になってございます。 

 それを踏まえまして、今、言われましたどうして500万円以下の人を阻害する必要がある

のかというところでありますけれども、非常に早口な説明の中で恐縮でありましたけれど

も、私どもとしては確かに働きたいけれども働けないという要請はございますが、一方で、

日雇派遣で当時起こったことというのは、非常に劣悪な労働環境下で、ほかにも働き口は

あるはずなのに、なぜかその日雇派遣に依存をしてしまっている。そういった状況をどう

やったらクリアできるのかというところが問題意識としてございます。そのときに、先ほ

ど申し上げました政治的なやりとり、部会での審議等もございますけれども、年収が一定

程度以上であれば、そこは日雇派遣に依存せざるを得なくなるという状況からは外れてく

るのではなかろうかと言った意味で、労働者保護の観点から一定程度例外を認める理由が

成り立つのではないか。 

 ですので、あくまでも大原則にあるのは、日雇派遣は原則禁止というところを設定した

上で、どういったところに例外を認めていくかという観点から設定をしていったものでご

ざいますので、私どもの当時の考え方は今も維持しているところではありますけれども、

日雇派遣に依存せざるを得ないような方が日雇に入るところをどうブロックしていくかを

課題として考えているということでございます。 

○八代主査 では、世帯収入が500万円未満の人が働きたいと思っている、例えば失業給付

が切れた人です。その場合は、日雇派遣以外の形で見つけろということになるわけですよ

ね。直用の日雇はいいけれども、派遣はだめだということですよね。 

○牛島課長 特にそういった人は日雇で働けということではなくて、いろいろと働き方が

ある中で、当然長期安定的な雇用もありますし。 

○八代主査 そういう人がどうやって長期安定的な雇用を見つけられると思うのですか。

見つけられないからこういう日雇派遣に依存するわけではないですか。 

○牛島課長 説明が途中だったのですけれども、当然、日々雇用という形で働きたいとい
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うことであれば、直用という形でお願いをしたい。そこは何かといいますと、日雇派遣と

いうのは間接雇用でありますので、使用者と雇う人がそれぞれ２者存在する。そのときに

どうしても日雇派遣の労働者の方について、きちんと雇用管理を負っていただくことが重

要になってくるのですけれども、直用の場合に比べて派遣の場合はどうしても分裂してし

まうことによって、なかなか構造的に履行確保が困難になってきてしまうという事情があ

ります。そういったことが平成19年、20年当時に起こった一つの要因ではないかというと

ころで、今の形になっているということであります。 

○八代主査 どうぞ。 

○大田議長 この日雇派遣の原則禁止が決められたときと大きく違うのは、副業・兼業が

原則認められたという点です。かつては、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」

と書かれていたのが、ガイドラインでは、企業に「原則副業・兼業を認める方向で検討す

ることが適当」と書かれ、大きな転換がありました。そういうなかで、年収が500万円未満

の人、かなり多くの人は派遣という形での副業を選ぶことができない。これは相当いびつ

なことだと思うのですが、いかがですか。 

○牛島課長 確かに議長の言われるとおり、副業・兼業が最近、促進をしていく動きがあ

ることは認識しております。ただ一方で、どうしても日雇派遣で過去に起こったことにつ

いて、副業・兼業を促進するからといって昔の事例、教訓を置いておいていいのかという

のは、どうしても厚労省としてなかなか一線を踏み出せないところは正直ございます。 

○大田議長 お立場の難しさはわかるのですが、常に労働者の立場に立って制度を見直す

必要があると思っています。この例外の中で「副業として従事する者」の「副業」という

意味や位置づけが変わってきているわけです。その中で、生活費を補填するためという理

由で副業をやりたいという人がこれからも増えていくと思われますので、その場合にこの

要件を改めて見直す御意向はないのでしょうか。 

○牛島課長 当然、制度でありますので、それが未来永劫そのまま固定する、それが絶対

だという認識はございません。現時点においても、当然24年の派遣法の施行状況、また、

平成27年にも法改正が行われて、その施行状況を踏まえて必要な議論をすることは必要だ

と考えておりますので、そこはどのタイミングでどういった形でやっていくかというとこ

ろはございますけれども、そこを全く否定するという考えは持っておりません。 

○八代主査 派遣は直用に比べて常に労働者にとって不利だという根拠は本当にあるので

すか。 

 例えば、この日々派遣のケースは、ビジネスモデルを見ると、登録さえしておけば前の

晩に携帯で明日働けますかという連絡が来て、働ければイエス、働けなければノーと答え

て、非常にすき間需要や供給があるわけです。それに対して、直用の日雇は企業から見れ

ば物すごく手間がかかるわけで、募集して面接してお金を払う。ですから、日雇派遣を認

めないことによって、雇用機会が非常に狭められる。 

 例えば、今度の10連休です。この10連休に副業とか働きたいというニーズは物すごくあ



29 

 

ると聞いているわけで、わざわざ労働者の雇用機会を妨げるような規制はやはり問題があ

るのではないか。 

 それから、25ページの新聞記事ですが、本当に日雇派遣では必ずこういうことが起こる

というのか。こういう企業は徹底的に基準局が取り締まればいいわけで、別に派遣以外で

もこういう劣悪な環境のケースはありえる。、派遣法自体も随分変わっているわけで、い

つまでたっても派遣イコール劣悪な事業者だという認識は非常に問題ではないでしょうか。 

 どうぞ。 

○飯田委員 ちょうどこの日雇派遣の問題で、私は論争に参加することが随分多かったの

ですけれども、当時、この議論が非常にゆがんでしまった理由の一つは、基本的に労働市

場の環境が非常に悪かった。つまり景気が悪く、失業者が多かった状態ですと、正直、日

雇派遣が悪かったというよりも、労働者にとって転職をするとか別の仕事を探すというオ

プションが見つからない状況であったので、雇用者の立場が余りにも強くなり過ぎたのが

原因でありまして、折しも現在、経済状態は人手不足環境に転換しております。 

 そうしますと、実はこの日雇派遣というのは、働く側にとっては合間の時間で稼げる、

企業側としては余り採用の手間をかけずに人を雇い入れることができるという意味で、失

業率がどんどん悪化していき、若者の就職先がない状況と現在ですと、その存在価値とい

いますか意義が逆転している面もあるかと思います。 

 まさに先ほど主査から10連休のケースがありましたが、今後、働き方のフレキシビリテ

ィが高まっていくと、すき間にちょっと働きたいし、または働きたくない日は働きたくな

いという副業の在り方が重要になってくるかと思いますので、ぜひいわゆる日雇派遣の原

則禁止について、例えば副業として従事するもの、主たる生計者以外の者まででとめるよ

うな形での規制の緩和というものが今後必要になってくるのではないかと思います。 

 単純な感想です。 

○八代主査 それについての御意見をぜひ。 

○牛島課長 ありがとうございます。 

 今、飯田委員がおっしゃった前段の部分でありますが、確かにリーマンショック後の状

況というところも多分に日雇派遣が社会問題化した時期とかぶっていますが、厳密に言っ

たときには実はリーマンショック前から日雇派遣の 

○飯田委員 私は不況の時期というのは、1998年以降だと思っています。 

○大田議長 アジア危機の後ですね。 

○牛島課長 ただ、今ほどではございませんけれども、リーマンショック前も人手不足状

況下はあったかと思います。ですので、雇用状況がいいからこういった問題は起こらない

というところについては慎重に分析する必要があるのではないかというものが１点ござい

ます。 

 もう一点は、確かに日雇派遣という働き方について一定のニーズはあるというところは

理解しておるつもりではございますが、答えがかぶってしまって恐縮なのですが、一方で
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日雇派遣になりますと超短期でなおかつ雇用責任が派遣元、派遣先に分かれてしまうとい

うことで、どうしても労働者に対する保護がすき間に落ちてしまう構造的な要因が含まれ

ている働き方だというところが私はあるかと思っております。ですので、そういったとこ

ろを含めてどういうふうに今後、考えていくかというところは少し慎重に考えていく必要

があるのではなかろうかという考えでおります。 

○八代主査 短期だからいけないというのですが、もともと派遣というのは短期の需給調

整のための仕組みであって、むしろ長期がいけないから３年以上は抑制するというのが厚

労省の考え方だったと思うのです。だから、長期もいけない、短期もいけないというのは、

ロジカルにどう説明されるのですか。 

○牛島課長 派遣というのは、八代主査が言われたとおり一時的、臨時的な雇用ニーズに

対応した働き方だと大原則としてございます。ただ、一方でその短期が余りに短期になり

過ぎたときには、これは需給調整の問題とは別に、労働者保護の観点から支障が出てくる

といった観点で日雇派遣は原則禁止されているという形で整理しているところでございま

す。 

○八代主査 短期の需給というは、まさに超短期のほうがはるかに重要なわけで、まさに

短期だと保護はできないだったら、１カ月以上だったら保護できるのですか。それはやは

り労働基準行政の問題であって、長かろうが短かろうがちゃんと労働者を保護しなければ

いけないわけです。 

 

○島田専門委員 前にもお聞きしたのですけれども、恐らく日雇派遣の原則禁止をやられ

て、当時問題だった状況はどう改善されているのか。それから、先ほど言ったように直接

募集よりはむしろ職業紹介とかを使う形も多いかと思いますが、それのほうが健全なのだ

という、ファクトがまだ我々もよくわからないので、その辺を明らかにしていただければ

ということは感想として持っています。 

○牛島課長 なかなかファクトというものをお示しできないところは私どもも反省しなく

てはいけない部分ではございますが、ただ、少なくとも言えますのは、当時起こっていた

ような、社会問題化している日雇派遣の実態は少なくとも現在は生じていないというとこ

ろは一つの効果としては言えるのではないかという感覚でございます。 

 ただ、島田委員が言われるようなデータとしてでございますとか、そういったところは

恐縮ですが明確なものは持ち合わせていないという状況でございます。 

○八代主査 先ほど飯田委員が言われた副業として従事するものには年収要件は要らない

のではないか。つまり、主業が別途あるわけですから、なぜ500万円以上が必要なのでしょ

うか。この必要性をもう一度教えていただけませんか。 

○牛島課長 端的に申し上げますと、一定の生活レベルが確保された上で、日雇派遣に依

存しなくなるという状況が担保される。その水準が500万円ではないかというところでご

ざいます。ですので、例えば、主たる業務があって副業だったら、その副業では何でもい
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いのだというときに、極論でございますけれども、主たる業務が年収100万だったら日雇派

遣を何でもやっていいのかということを考えていったときに、そこは副業だから年収要件

を全部取っ払うべきだというところはなかなか難しい課題ではないかと思っております。 

○八代主査 逆に、主たる業務が100万だからこそ日雇派遣が要るのではないですか。だっ

て、主たる業務がそういう非常に低所得の業務しかない人が別途もっといい業務を見つけ

ろというのは難しいのではないか。主たる業務が100万なわけで、そのときにそれを補足す

るために日雇派遣を本当に必要としている労働者のことを考えられないのでしょうか。 

○牛島課長 そういったニーズがあるということは、一定程度理解しているつもりでござ

います。ただ一方で、繰り返しになりますけれども、そういったところに日雇派遣という

形で派遣労働者を入れたときに、どうしてもそこから抜け出せなくなってしまう状況が生

じてしまうのではないか。10年前、15年前の状況を再現させてしまうのではないか。そこ

を慎重に考えるべきではないかという感覚でいます。 

○大田議長 副業自体は認められるようになりました。その副業のやり方として派遣とい

う形もあるのだと思います。そのときに、年収が500万円ある人は派遣という形態で副業が

できる。ない人はできない。ここはどう説明されますか。 

○牛島課長 500万円という水準をどう設定するかというところも一方でございますけれ

ども、一定程度の水準がない人が日雇派遣という形で入職したときに、入ったときは結構

ですけれども、その後、どういう状況が出てくるかというところを考えますと、やはり平

成19年当時起こっていたような、日雇派遣から脱却できなくなることが想定されるのでは

ないか。そこをどういうふうに見きわめるかというところが一つ、大きな論点ではないか

という感覚でおります。 

○大田議長 くどいようですが、副業をめぐって大きく状況が変わったわけですから、労

働者のニーズや状況をよくお考えいただいて、ここは見直しをぜひお願いいたします。 

○八代主査 どうぞ。 

○飯田委員 加えてなのですが、この500万円という所得水準の設定がかなり現実に即し

ていない。特にこういった合間時間をちょっと働いてみようと考える方は20代、30代にか

なり多いと思います。そうしますと、20代、30代で500万というと、相当いい企業にお勤め

の方であります。地方に行ったらなおさらです。 

 その意味で、まずこの500という水準自体を少し落ちついて考え直す必要がある。少なく

とも相対的貧困ラインより下だとまた考え方が別かもしれないのですけれども、ごく一般

的な労働者のメディアンをもう一度目安にされてはどうかというのが一つ。 

 もう一つは、それぞれ見ている新聞記事等から抜粋いただいた事例は、いずれも多様な

働き方、つまりほかの就業手段がない状況で起きているということで、これは今日のテー

マではありませんけれども、いわゆる日雇派遣に限らない、さまざまな働き方を可能にし

ていく改革が必要なのかなと思いました。ちょっと500は高過ぎるなというのは、正直な感

想であります。 
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○八代主査 それについて、検討の余地はあるということですか。 

○牛島課長 現時点において、その部分について検討する予定は持っておりませんが、先

ほど申し上げました未来永劫ずっと500万で固定すべきなのかというところは、必ずしも

そうではないということでございます。 

○八代主査 時間がなくなりましたが、この問題について引き続き整理して、もう一度協

議させていただきたいと思います。 

 事務局から何か。 

○長瀬参事官 次回の日程でございますが、それはまた事務局から御連絡を差し上げます。 

 以上です。 

○八代主査 本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。 

 引き続きよろしくお願いいたします。 

 


